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１．開催日時  令和２年２月１０日（月）午前９時から午前１１時２０分 

 

２．開催場所  東近江市役所 新館３１３会議室 

 

３．出席委員  １９人   欠席委員 ２人 

議席番号 出欠 議席番号 出欠 

１ 出 １２ 欠 

２ 出 １３ 出 

３ 出 １４ 出 

４ 出 １５ 出 

５ 出 １６ 出 

６ 出 １７ 出 

７ 欠 １８ 出 

８ 出 １９ 出 

９ 出 ２０ 出 

１０ 出 ２１ 出 

  ２２ 出 

議長 （会長）  

 

４．議事日程 

 

  第１ 議事録署名委員の指名 
   

第２ 議事上程 

議案第１号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について 

議案第２号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

議案第３号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について 

議案第４号 東近江市農用地利用集積計画（案）について 

議案第５号 農用地利用配分計画（案）について 

    議案第６号 東近江農業振興地域整備計画の一部変更について 

（追加）議案第７号 土地改良事業参加資格交替の申出について 

報告第１号 農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の報告につ

いて 

報告第２号 農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の報告につ

いて 

報告第３号 ２アール未満農業用施設に係る農地転用届出の報告について 

報告第４号 田畑転換等農地の形状変更届出の報告について 

報告第５号 農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について 

     報告第６号 農地の貸借権の合意解約の報告について 

     報告第７号 市街化調整区域内における農家住宅の農業者証明の報告について 
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５．事務局職員 

 

農業委員会事務局 

局 長 参 事 

主 幹 主 事 

 

 

    農業水産課 

主 幹 主 事 

  

 

 

６．会議の内容 

 

議 長  ただ今から、令和元年度第１１回、２月期の月例総会を開会致します。 

現在の出席者数は１９名であり、この総会は成立致します。 

      日程第１は、議事録署名委員の指名であります。 

議席番号８番〇〇〇〇委員、１０番〇〇〇〇委員を指名致します。 

 

事務局  本日の日程２の議事の上程ですが、議案第７号「土地改良事業参加資格交替の

申出について」を追加させていただきます。 

 

議 長  議案第７号を追加することに意見ございませんか。 

（異議なし） 

 

議 長  異議なしと認め議案第７号「土地改良事業参加資格交替の申出について」の追

加上程を認めてよろしいか。 

         （全員賛成） 

 

議 長  追加議案について上程することを認めます。 

 

議 長  それでは、日程第２は、議事の上程であります。 

 

議 長  最初に、議案第１号「農地法第３条第１項の規定による許可申請について」を 

議題と致します。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  議案第１号農地法第３条第１項の規定による許可申請について、農地法第３条

第１項の規定に基づき、農地の権利を移転又は設定したい旨、次のとおり申請

があったので、許可することについて意見を求めます。 
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事務局  番号１について、川合町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有の農地

１筆、川合町字北野〇〇〇〇番、２４２平方メートル、地目「畑」について売

買による所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は８５．０２アールで下限面積を上回って

おります。 

権利移転の農地は畑の取得ですが、譲受人は地域の農業を理解しており、水利

調整、共同作業等協力するとのことで、周辺地域との調和要件について問題な

いと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、トラックを所有しておら

れ、コンバイン、田植機は地元営農組織と共同利用、乾燥調整、籾摺りは作業

委託をされています。経営農地は世帯三人で耕作され、全部効率利用の面で問

題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号２について、上羽田町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有の農

地３筆、上羽田町字森前〇〇〇〇番〇、８２３平方メートル外２筆、地目「田」、 

合計２，８９１平方メートルについて売買による所有権移転の申請がされまし

た。 

譲受人の取得後においての耕作面積は５８３．１７アールで下限面積を上回っ

ております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地は世帯三人で耕作さ

れ、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号３について、市原野町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有の農

地１筆、市原野町字宮西〇〇〇〇番、２，３８８平方メートル、地目「田」に

ついて売買による所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は５９．６４アールで下限面積を上回って

おります。なお、取得前の耕作面積が５０アール未満であり、営農計画書を提

出いただいております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはコンバイン、田植機、乾燥機、トラッ

クを所有しておられ、トラクターは地元営農組織と共同利用、籾摺りはＪＡラ

イスセンターを利用されています。経営農地は世帯二人で耕作され、全部効率

利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 
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番号４について、南菩提寺町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有の

農地２筆、南菩提寺町字宮ノ前〇〇〇番、２，２６５平方メートル外１筆、地

目「田」、合計５，３５５平方メートルについて売買による所有権移転の申請が

されました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は１５８．４２アールで下限面積を上回っ

ております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地は世帯三人で耕作さ

れ、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号５について、今崎町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有の農地

１筆、今崎町字端口〇〇〇番、７６６平方メートル、地目「畑」について売買

による所有権移転の申請がされました。 

なお、譲受人の取得後の耕作面積は２９．６２アールで下限面積に達しており

ませんが、利用権設定を同時申請されており、今回申請分を合計しますと５２．

３７アールで下限面積を上回ります。なお、譲受人から営農計画書を提出して

いただいております。 

権利移転の農地は畑の取得ですが、譲受人は地域の農業を理解しており、水利

調整、共同作業等協力するとのことで、周辺地域との調和要件について問題な

いと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地は世帯二人で耕作さ

れ、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号６について、妙法寺町に居住される譲受人と下里町に居住される譲渡人か

ら、譲渡人所有の農地２筆、下里町字後屋敷〇〇番、２２１平方メートル外１

筆、地目「畑」、合計３３０平方メートルについて売買による所有権移転の申請  

がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は２３８．４７アールで下限面積を上回っ

ております。 

権利移転の農地は畑の取得ですが、譲受人は地域の農業を理解しており、水利

調整、共同作業等協力するとのことで、周辺地域との調和要件について問題な

いと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、ト

ラックを所有しておられ、乾燥調整、籾摺りは営農組織に作業委託をされてい

ます。経営農地は世帯三人で耕作され、全部効率利用の面で問題ないと考えま

す。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい
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ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号７について、小脇町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有の農地

１筆、小脇町字永〇〇〇〇番〇、３８平方メートル、地目「畑」について売買

による所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は１４９．１４アールで下限面積を上回っ

ております。 

権利移転の農地は畑の取得ですが、譲受人は地域の農業を理解しており、水利

調整、共同作業等協力するとのことで、周辺地域との調和要件について問題な

いと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地は世帯五人で耕作さ

れ、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号８について、きぬがさ町に居住される譲受人と佐野町に居住される譲渡人

から、譲渡人所有の農地１筆、きぬがさ町〇〇〇番〇、１，４７１平方メート

ル、地目「田」について売買による所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は１１９．９８アールで下限面積を上回っ

ております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地は世帯三人で耕作さ

れ、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号９について、大森町に居住される譲受人と愛知県日進市に居住される譲渡

人から、譲渡人所有の農地１筆、大森町字亀ケ岡〇〇〇〇番〇、１，３２７平

方メートル、地目「田」 について売買による所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は１８６．５０アールで下限面積を上回っ

ております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地は世帯二人で耕作さ

れ、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号１０について、石谷町に居住される譲受人と裁判所が任命する破産管財人
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から、破産管財人が管理する農地６筆、一式町字下門〇〇〇〇番、９１５平方

メートル外５筆、地目「田」、合計１４，７７９平方メートルについて売買によ

る所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は８７８．０１アールで下限面積を上回っ

ております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラックを所有しておられ、トラクタ

ー、コンバイン、田植機、乾燥機、籾摺機は営農組織と共同利用をされていま

す。経営農地は世帯二人で耕作され、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号１１について、布施町に居住される譲受人と中小路町に居住される譲渡人

５名から、譲渡人所有の農地６筆、中小路町字川原口〇〇〇番〇〇、４９５平

方メートル外５筆、地目「畑」、合計２，６７３平方メートルについて売買によ

る所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は１６９．３５アールで下限面積を上回っ

ております。 

権利移転の農地は畑の取得ですが、譲受人は地域の農業を理解しており、水利

調整、共同作業等協力するとのことで、周辺地域との調和要件について問題な

いと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地は世帯四人で耕作さ

れ、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号１２について、蒲生寺町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有の

農地２筆、蒲生寺町字南平〇〇〇番〇、５６平方メートル外１筆、地目「畑」、 

合計９３平方メートル について売買による所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は５２．５６アールで下限面積を上回って

おります。 

権利移転の農地は畑の取得ですが、譲受人は地域の農業を理解しており、水利

調整、共同作業等協力するとのことで、周辺地域との調和要件について問題な

いと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、乾燥機、籾

摺機、トラックを所有しておられ、田植機は営農組織と共同利用をされていま

す。経営農地は世帯六人で耕作され、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号１３について、小脇町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有の農

地１筆、小脇町字永〇〇〇〇番、６７７平方メートル、地目「田」について売
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買による所有権移転の申請がされました。 

譲受人の取得後においての耕作面積は１９２．４５アールで下限面積を上回っ

ております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、乾

燥機、籾摺機、トラックを所有しておられます。経営農地は世帯三人で耕作さ

れ、全部効率利用の面で問題ないと考えます。 

農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしてい

ると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号１４について、小脇町に居住される譲受人と譲渡人から、譲渡人所有の農

地４筆、小脇町字永〇〇〇〇番〇、１，１０７平方メートル外３筆、地目「田」、 

合計４，６２３平方メートルについて売買による所有権移転の申請がされまし

た。 

譲受人の取得後においての耕作面積は１４６．１８アールで下限面積を上回っ

ております。 

譲受人は地域の農業を理解しており、水利調整、共同作業等協力するとのこと

で、周辺地域との調和要件について問題ないと考えます。 

また、農作業に必要な農機具についてはトラクター、コンバイン、田植機、ト

ラックを所有しておられ、乾燥調整、籾摺りはＪＡカントリーを利用されてい

ます。経営農地は世帯三人で耕作され、全部効率利用の面で問題ないと考えま

す。農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たし

ていると考えます。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。それでは審議に入ります。 

１番について、何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

  それでは、２番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

     それでは、３番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

  それでは、４番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

  それでは、５番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

それでは、６番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

それでは、７番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

それでは、８番について何かご意見はございますか。 
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         （異議なし） 

それでは、９番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

     それでは、１０番について何かご意見はございますか。 

 

２２番  前回の集積計画にあがってあって、何かの理由で集積計画が失効するのである

と思いますが、その説明はどうなのですか。 

 

事務局  申請者の都合により、公告取り消しの申請がありました。これに伴いまして、

今回３条の申請となりました。後ほど、議案の東近江市農用地利用集積計画の

中で説明いたします。 

 

議 長  それでは、１１番について何かご意見はございますか。 

 

２０番  中小路地先の砂利採取地が入っていますが、将来的に転用はどうなのですか。

今から５条転用は可能なのですか。 

 

事務局  申請者が農業をされることから、３条申請による農業経営のための農地を農地

としての権利移動ですので、一定期間の耕作が必要です。５条には該当しませ

ん。 

 

議 長  それでは、１２番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

それでは、１３番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

それでは、１４番について何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

 

議 長  それでは、議案第１号の１番から１４番につきまして採決に移ります。 

本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、議案第２号「農地法第４条第１項の規定による許可申請について」を議

題と致します。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  それでは、議案第２号農地法第４条第１項の規定による許可申請について、農

地を転用したい旨、次のとおり申請があったので、許可することについて意見

を求めます。 

 

事務局  ここで、議案の説明に入ります前に議案書の訂正をさせていただきます。 
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     番号２につきましては、許可申請の取り下げ願がありましたので、取り下げと

させていただきます。 

 

事務局  それでは、番号１についてご説明いたします。 

本件の申請人は、横山町に居住する者で自らの農地を駐車場として利用する為

に転用の申請があったものです。 

     なお、当該申請地は、昭和５０年頃に申請人が転用許可を受けずに農地を埋め

立て、住宅の離れとして利用されており、顛末書付きの申請となっております。

離れは既に解体済みであります。 

     申請地は、東近江市横山町字里中〇〇〇番、登記地目「畑」、現況地目「宅地」、

面積１６平方メートルの土地です。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、申請人の子供が自動車を購入し、

駐車場が必要となり、自宅である隣接地と一体利用が可能であることから当該

申請地を選定されました。 

     土地の利用計画につきましては、自家用車１台分の駐車場として使用される計

画です。 

土地の造成計画につきましては、顛末案件の為、現状のまま利用されます。雨

水については、地下浸透される計画となっております。 

申請地は、市立蒲生北小学校から北へ約１．７キロメートルに位置し、周囲を

宅地、道路に囲まれた都市計画区域市街化調整区域内の農振白地の土地であり

ます。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業等の

施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地であ

ることから、第２種農地と判断できます。 

第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、隣接土地との一体利用であって、事業目的達成のた

めに当該農地が必要と認められるものであることから、例外的に許可できるも

のです。 

資金については顛末案件の為、発生せず、一般基準においても基準に抵触する

ものはなく、他の添付書類についても特に問題はありませんでした。 

以上、農地法第４条第２項に基づき審査したところ、転用許可は相当と判断い

たしました。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

以上、ご審議よろしくお願いします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。 

本案については、事前調査がなされておりますので、調査の報告を求めます。 

 

２１番  ２月５日に〇〇〇〇委員と私と事務局で現地調査を行いました結果を報告しま

す。 

 

     １番についてですが、顛末案件です。本屋の前の狭い道から出入りをされてい

ましたが、西側の大道からの出入りに変更し、駐車場として利用されるもので

あり、止むを得ないと判断します 

     以上、調査報告とします。 
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議 長  事務局の説明及び調査報告が終わりました。 

  それでは審議に入ります。何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

 

議 長  それでは、議案第２号につきまして採決に移ります。 

本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員挙手と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、議案第３号「農地法第５条第１項の規定による許可申請について」を議

題と致します。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  議案第３号農地法第５条第１項の規定による許可申請について、農地法第５条

第１項の規定に基づき、農地を転用し農地の権利を移転又は設定したい旨、次

ぎのとおり申請があったので、許可することについて意見を求めます。 

 

事務局  ここで、議案の説明に入ります前に、議案書の訂正を２件させていただきます。 

     まず、番号１の転用目的について、農作業場及び農機具庫としておりますが、

農業用倉庫及び農作業場、農機具庫に訂正をお願いします。 

また、番号３につきましては、許可申請の取り下げ願がありましたので、取り

下げとさせていただきます。 

 

事務局  それでは、番号１についてご説明いたします。 

本件の借人、貸人はともに福堂町に居住する者で、親子間による使用貸借によ

り農業用倉庫及び農作業場、農機具庫として利用するために転用の申請があっ

たものです。 

     なお、本案件については、申請地の一部を先々代の時代から農小屋を建築し利

用していたとして、顛末書付きの申請となっています。 

申請地は、東近江市福堂町字神社〇〇〇番、登記地目「畑」、現況地目「畑、

宅地」、面積８３８平方メートルの内３６７平方メートルの土地です。 

     申請理由及び土地の選定理由につきましては、現在、自宅敷地に農機具を保管

されていますが、手狭であることや現在ある農小屋も古くなってきたことから、

新たに農業用倉庫を建設し、また雨天でも作業できる作業場を別に設けること

で作業の効率化が図れることから今回の申請に至りました。 

     土地の利用計画につきましては、建築面積が５３．８２平方メートルの農業用

倉庫と２０平方メートルの農作業場、９．６平方メートルの農機具庫を建築さ

れる計画であります。 

土地の造成計画につきましては、耕土を２０センチメートル鋤取り、３０セン

チメートルの盛土をされた後、転圧して仕上げる計画です。雨水については、

敷地内に側溝を敷設し、既設の素掘水路を経由して用悪水路へ放流されます。 

申請地は、市立能登川第二幼稚園から北西へ約７５０メートルに位置し、周囲

を宅地、道路、田、畑に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地

であります。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事



11 

業等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農

地であることから、第２種農地と判断できます。 

     第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、農業用施設であることから、例外的に許可できるも

のです。 

資金については、全額自己資金にて調達され、一般基準においても基準に抵触

するものはなく、他の添付書類についても問題はありませんでした。 

     以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 

 担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号２についてご説明いたします。 

本件の譲受人は、長野県茅野市に居住する者で、譲渡人は東京都青梅市に居住

する者で、売買により駐車場として使用するため申請があったものです。 

なお、明確な時期は不明ですが農地法の許可を得ずに駐車場に造成してしまい、

今回顛末書付きでの申請となっております。 

申請地は、東近江市一式町字埜神〇〇〇番〇、登記地目は「山林」、現況地目

は「雑種地」で、面積は５２平方メートルの土地です。 

申請理由として、申請地に隣接する住宅を昨年購入し、２月に長野県から転居

される計画で、駐車場を整備し安全で快適な生活が確保できるためとしていま

す。 

用地の選定理由につきましては、居宅に近接していることから利用に適してお

り、一体利用ができるため選定されました。 

土地の利用計画につきましては、車２台分の駐車場として利用する計画です。 

造成計画はなく、現状のまま利用する計画で、雨水については、地下浸透で処

理する計画としており、土砂・雨水の流出の心配はありません。 

申請地は、市立市原小学校から北西へ約１．６キロメートルに位置し、周囲を

宅地と山林に囲まれた都市計画区域外の農振白地の土地で、団地規模がおおむ

ね１０ヘクタール未満の住宅等が連たんしている区域に近接している農地であ

ることから、第２種農地と判断できます。 

第２種農地については、事業の目的を達成するために申請地に代えて周辺の土

地を供することができるときは原則許可できませんが、申請地の周辺に居住す

る者の日常生活上必要な施設で、集落に接続して設置されるものであることか

ら、例外的に許可し得るものであるため追認許可もやむを得ないと考えます。 

また、一般基準においても基準に抵触するものはなく、法定書類も添付されて

おります。 

以上のとおり、農地法第５条第２項に基づき審査したところ、許可相当と判断

いたしました。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号４についてご説明いたします。 

本件の譲受人、譲渡人はともに小八木町に居住する者で、売買により住宅、庭

として利用するために転用の申請があったものです。 

申請地は、東近江市小八木町字下田〇〇〇番外１筆、登記地目、現況地目とも

に「田」、合計面積５４１平方メートルの土地です。 

     申請理由及び土地の選定理由につきましては、申請人は、同じ町内で両親と同
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居しておりますが、子どもの成長に伴い手狭となってきたことから住宅の建設

を検討された結果、同じ町内で実家からも近く利便性がよいことから、当該申

請地を選定されました。 

     土地の利用計画につきましては、建築面積が６５．５８平方メートルの木造２

階建て住宅のほか、家業が造園業であることからお客様に見てもらうためのモ

デルガーデンを兼ねた庭、駐車場として利用される計画であります。 

土地の造成計画につきましては、耕土を２０センチメートル鋤取り、７０セン

チメートルの盛土をされた後、転圧して仕上げる計画です。隣地との境界部分

にはコンクリートブロックや側溝を設置し、土砂の流出を防止されます。雨水

については、敷設する側溝から既設の用悪水路へ放流されます。 

申請地は、湖東記念病院から北へ約７５０メートルに位置し、周囲を道路、宅

地、田、用悪水路に囲まれた都市計画区域非線引き区域内の農振白地の土地で

あります。団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業

等の施行されていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地

であることから、第２種農地と判断できます。 

     第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、集落に接続して設置される住宅であることから、例

外的に許可できるものです。 

資金については、金融機関からの借入金と自己資金により調達され、一般基準

においても基準に抵触するものはなく、愛知川沿岸土地改良区の意見書をはじ

め、他の添付書類についても問題はありませんでした。 

     以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 

     担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号５についてご説明いたします。 

本件の譲受人、譲渡人はともに五個荘金堂町に居住する者で、売買により駐車

場に転用するため申請があったものです。 

なお、当該申請地は、昭和３０年頃に譲渡人の妻が農地法の許可を得ずに駐車

場に造成してしまい、顛末書付きの申請となっております。 

申請地は、東近江市五個荘金堂町字正源寺〇〇〇番、登記地目「畑」、現況地

目「雑種地」、面積１１９平方メートルの土地です。 

     申請理由及び土地の選定理由につきましては、現在の自宅敷地内に駐車するに

は前面道路が狭く車の出し入れが不便であるため、敷地に隣接しており、切り

返しができるスペースが確保できることから当該申請地を選定されました。 

     土地の利用計画につきましては、現在使用している駐車スペースと合わせて自

家用車４台分の駐車場として利用される計画であります。 

土地の造成計画につきましては、顛末案件の為、現状のまま利用されます。雨

水については、地下浸透される計画となっております。 

申請地は、市立五個荘小学校から北西へ約４００メートルに位置し、周囲を畑、

宅地に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地であります。団地

規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業等の施行されて

いない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地であることから、

第２種農地と判断できます。 

第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、申請地周辺に居住する者の日常生活上必要な施設で、
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集落に接続して設置されるものであることから、例外的に許可できるものです。 

資金については自己資金にて調達され、一般基準においても基準に抵触するも

のはありませんでしたが、添付書類について、隣接農地の同意が必要な者５名

の内２名から同意が得られておりません。 

１人目は、昨年１２月９日に郵送にて連絡を試みるも、同月１６日に宛先人不

明につき返送されて、所在が未確認であります。 

２人目は、昨年１２月８日に自宅を訪問するも、家主から、「所有者の人物は

知らない」と言われ、土地の共有名義人に所在を確認するも「詳しい所在は知

らない。」と言われ、所有者の所在が未確認であります。 

今回同意が得られていないのは、土地利用計画図で見ると、北側及び西側の畑

地の所有者からですが、この隣接農地の同意書は法定の添付書類ではなく、許

可基準の内の一般基準において周辺農地に係る営農条件に支障がないかなど、

転用における被害防除の判断のため参考資料として添付を求めているものです。

このことから申請人である譲受人に被害防除措置について、関係書類の提出を

求め確認をいたしました。 

農地法上の被害防除措置は法第５条第２項第４号に明記されていますが、そこ

には、申請に係る農地を農地以外のものにすることにより、土砂の流出又は崩

壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施

設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合、その他の周辺

の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合には許可

をすることができないとなっています。 

     今回の案件で、それぞれ譲受人にこれらのことについて確認をさせていただき

ました。 

     まず、土砂の流出やその他の災害を発生させるおそれがあるかどうかですが、

その他の災害とはガス、粉塵、捨石等により周辺の農地の営農条件への支障が

あるかどうかということです。土砂の流出については、今回同意が得られてい

ない農地と同様の地盤高であり、土砂の搬入、盛土を予定していないことから、

発生する可能性はないと判断しました。 

また、ガス・粉塵は、敷地内に建築物はないことから、発生の可能性はないと

判断いたしました。 

     農業用排水施設機能に支障を及ぼすかどうかについては、掘削等の予定はなく、

取水口や排水口もなく、愛知川沿岸土地改良区の受益地外であり、支障はない

と判断しました。 

     周辺の農地に係る営農条件に支障があるかどうかについては、主に３つ要件が

あります。 

１つは集団的農地を蚕食又は分断するおそれがないかですが、申請地は住宅等

が連担している農地で、現状で周囲には集団的な農地はないため、蚕食・分断

するおそれはないと判断できます。 

２つ目は、周辺農地への日照、通風等に支障がないかについては、敷地内に建

築物はないことから、日照や通風に支障を及ぼすおそれはないと判断できます。 

３つ目は、農道等、農地の保全または利用上必要な施設の機能に支障がないか

どうかについては、申請地付近に施設はなく機能に支障を及ぼすおそれはない

と判断できます。 

     以上のことから、一部の土地所有者から隣地承諾を得られておりませんが、一

般基準である周辺農地の営農条件の支障の有無については特に問題ないと判断

をいたしました。 
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他の添付書類についても特に問題はありませんでした。 

     以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 

     担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

番号６についてご説明いたします。 

本件の譲受人は、昭和町に居住する者で、譲渡人は今崎町に居住する者で、売

買により自己用戸建専用住宅として利用するために転用の申請があったもので

す。 

申請地は、東近江市東今崎町字沖野〇〇〇番〇、登記地目「原野」、現況地目

「畑」、面積３３０平方メートルの土地です。 

申請理由及び土地の選定理由につきましては、申請人は現在親族が所有する昭

和町の借家に居住しておりますが、返却する必要が生じたことから、新たに住

宅の建築を検討された結果、現在子どもが通う学校の区域内であることから当

該申請地を選定されました。 

     土地の利用計画につきましては、建築面積が７９．２０平方メートルの２階建

て住宅を建築される計画であります。 

土地の造成計画につきましては、耕土を３０センチメートル鋤取り、同量の盛

土をした後、転圧して仕上げる計画です。周囲には、コンクリートブロックを

設置し土砂の流出を防止されます。雨水については、敷地内に吸込み槽を設置

し処理されます。 

     申請地は、八日市消防署から南に約１００メートルに位置し、周囲を道路、雑

種地、畑に囲まれた都市計画法市街化調整区域の農振白地の土地であります。

団地規模がおおむね１０ヘクタール未満であり、特定土地改良事業等の施行さ

れていない区域で、近傍の標準的な農地と比べて生産性の低い農地であること

から、第２種農地と判断できます。 

     第２種農地については、目的達成のための土地選定に代替性が見込まれる場合

は原則許可できませんが、集落に接続して設置される住宅であることから、例

外的に許可できるものです。 

資金については、金融機関からの借入金により調達され、一般基準においても

基準に抵触するものはなく、愛知川沿岸土地改良区の意見書を初め、他の添付

書類についても問題はありませんでした。 

なお、申請地は都市計画法第２９条の規定による開発許可申請中であり、農地

転用の許可はこの許可と同時に行うものとします。 

     以上、農地法第５条第２項に基づき審査いたしましたところ、転用許可相当と

判断いたしました。 

 担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

議 長  １番から６番までの事務局の説明が終わりました。 

本案については、事前調査がなされておりますので、調査の報告を求めます。 

 

２２番  ２月５日に〇〇〇〇委員と私と事務局で現地調査を行いました結果を報告しま

す。 

 

     １番についてですが、顛末案件です。小さな木造の小屋があります。川添いの

里道が狭いため、前面道路から４メートル程度の川幅を跨いで橋を架けて侵入
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をされます。近隣の農舎や住宅も同様の形態であります。申請部分から奥は農

地として利用されますので、利用上、止むを得ないと判断します。 

 

     ２番についてですが、顛末案件です。隣接する住宅を長野県の方が購入され、

転居されるにあたり、防草シートのあたりを駐車場として利用されるものです。 

     農地は住宅とは別の所有者で県外のため、農地としての管理も難しいことから、

止むを得ないと判断します。 

 

     ４番についてですが、住宅と庭に利用されます。申請地外の左側の田の間の畦

畔を除去し、一枚にして農地利用されます。この田への用水は申請地と道路の

進入路部分にパイプを埋設し利用できるようにされます。生産性の低い農地と

して、転用も止むを得ないと判断します。 

 

     ５番についてですが、顛末案件です。集落内の道路は２メートル程度と狭く、

家の裏側になることから、車の旋回スペースを確保するための駐車場でもあり

ます。申請地周辺の畑は幾つかが耕作されておらず、農地として利用しにくい

場所でもあり、転用も止むを得ないと判断します。 

 

     ６番についてですが、自己用戸建専用住宅です。周辺は既に住宅地になってお

ります。申請地横には奥の住宅地へ繋がる道路があり、今後もこのような案件

があると思われますが、周辺事情から止むを得ないと判断します。 

 

以上、調査報告とします。 

 

議 長  事務局の説明及び調査報告が終わりました。 

それでは、審議に入ります。 

 

議 長  １番について、何かご意見はございますか。 

         （異議なし） 

議 長  それでは、２番について、何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

     それでは、４番について何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

それでは、５番について何かご意見はございますか。 

       （異議なし） 

それでは、６番について何かご意見はございますか。 

（異議なし） 

 

議 長  それでは、議案第３号につきまして採決に移ります。 

本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員挙手と認めます。よって、本案は可決いたしました。 
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議 長  次に、議案第４号「東近江市農用地利用集積計画（案）について」を議題と致

します。 

また、本議案につきましては、申請者の関係者に、〇〇〇〇委員、〇〇〇〇委

員がおられますので、農業委員会法第３１条の規定に基づき、議事参与の制限

により、当該案件の審議開始から終了まで退席をお願いします。 

     それでは、事務局の説明を求めます。 

 

主 事  議案第４号東近江市農用地利用集積計画（案）を説明させていただきます。 

    農業経営基盤強化促進法第１８条第一項の規定により市が農用地利用集積計画

を定めるものです。 

農用地利用集積計画は２月２８日の公告を予定しておりまして、公告によって

所有権が移転され利用権が設定されることになります。 

 

      今回の所有権移転は４件５筆１６，１８５㎡、利用権設定は５２件１０２筆  

１５３，５９８㎡、このうち、円滑化事業により農協を間にはさんだ貸借は  

２６件４７筆７２，２１７㎡です。設定を受ける認定農業者は２１名で１１０，

１９３㎡が集積されており、認定農業者への集積率は約６５％です。 

 

まず、議案の１ページから４ページが所有権移転で、５ページ以降が利用権設

定の議案になっております。次に補足説明をさせて頂きます。 

 

     １ページの番号１の所有権を移転する農地は平尾町の１筆であり、１筆〇〇万

円を対価として売買により令和２年２月２８日に所有権が移転され、移転をす

る者は京都府に居住する者で、移転を受ける者は平尾町に居住する認定農業者

となっております。 

 

２ページの番号２の所有権を移転する農地は上中野町の２筆であり、２筆で〇

〇〇万円を対価として売買により令和２年３月１０日に所有権が移転され、移

転をする者は草津市に居住する者で、移転を受ける者は市ケ原町に居住する認

定農業者となっております。 

 

３ページの番号３の所有権を移転する農地は大中町の１筆であり、１筆で〇〇

〇万〇千〇百円を対価として売買により令和２年３月１０日に所有権が移転さ

れ、移転をする者は守山市に居住する者で、移転を受ける者は栗見新田町に居

住する認定農業者となっております。 

 

４ページの番号４の所有権を移転する農地は鋳物師町の１筆であり、１筆で〇

〇万〇千円を対価として売買により令和２年３月１０日に所有権が移転され、

移転をする者は鋳物師町に居住する者で、移転を受ける者も鋳物師町に居住す

る認定農業者となっております。 

 

     次に貸借の利用権関係ですが、５ページから２６ページまでが所有者と耕作者

による利用権設定で２７ページ以降が円滑化事業による貸借となっています。 

 

ここで１件報告事項がございます。 
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本日お配りさせていただいております、令和元年１２月２７日公告分で許可い

ただいた所有権移転についてです。 

所有権の移転を受ける者「〇〇〇〇」氏、所有権の移転をする者「破産者〇〇

〇〇破産管財人弁護士〇〇〇〇」氏の所有権移転についてですが、対価の支払

が支払期限までに行われませんでした。 

そのため、農用地利用集積計画の「共通事項」で定められている「農用地利用

集積計画に定めた法律関係の失効」により、各筆明細に記載された対価の支払

期限までに対価の全部の支払がされなかったときは、当該土地の所有権移転に

係る農用地利用集積計画に基づく法律関係は失効するとされていることから、

今回の所有権移転の契約は失効となりましたので報告させていただきます。 

 

続いて、中間管理事業に伴う利用集積計画（案）を説明させていただきます。 

所有者である貸し手から農地中間管理機構である滋賀県農林漁業担い手育成基

金に貸付される為の利用権の設定です。 

農地中間管理事業に伴う集積計画（案）につきましては、設定を受ける者であ

る借受人は、滋賀県農林漁業担い手育成基金となり、農用地利用集積計画につ

いては令和２年２月２８日の公告を予定しております。公告によって利用権が

設定され、設定期間は３月１日からとなります。 

 

議案の１ページ目から２４ページ目までが利用権設定の議案になっております。 

 

以上が補足説明です。 

 

本案については、農用地の効率利用、安定的に農業経営を行うと考えられます

ことから、農用地利用集積計画（案）の決定をお願いするものです、どうぞよ

ろしくお願いします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。 

 

議 長  それでは、ここで審議に入ります前に、〇〇〇〇委員、〇〇〇〇委員には、退

席をお願いします。 

        （〇〇委員、〇〇委員退席・退室） 

 

議 長  本案につきまして何かご意見はございますか。 

 

３ 番  先ほどの失効の件で、期限までに対価の支払いがされなかったとのことですが、

もう少し分かりやすく詳細に説明をお願いします。 

 

主 事  借手から集積計画に定められている令和２年１月１７日に移転時期までに対価

の支払いがなされなかったことから、本人の申し出により、集積計画の共通事

項で対価の支払いがなかった場合には、公告の取り消しとなることから、県農

業会議に確認した上で失効となったものです。 

 

９ 番  いったいどう言うことが起こったのですか。 
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主 事  失効の理由は、借手が対価の工面をできず、支払いが出来なかったと言うこと

です。 

 

９ 番  対価の支払いがないとどうなるのですか。 

 

主 事  契約の不履行であり、失効となります。 

 

２２番  集積計画での契約が失効になるとのことですね。それで３条申請で出し直しさ

れたので、買われることには変わりはないですね。集積計画では登記は役所で

していただけるし、手数料もいらないと思います。ですから、しっかり契約の

とおりに履行してもうことが条件であり、できなかった場合には、集積計画は

失効しますとの考え方だと思うのですが。１２月の公告の時に１月１７日を支

払い期限にされてあるので、それが出来なかったことで失効されたと言うこと

ですね。 

 

主 事  そう言うことになります。 

 

議 長  その他意見はございますか。 

 

２２番  利用調整であるマッチング会議に上がった農地で、契約ができずに、今回マッ

チングできなかった案件はなかったのですか。 

 

主 事  情報として把握していませんので、確認の上、月例総会で報告させていただき

ます。 

 

２２番  これだけの多くの件数があると、委員の皆さんも分かりにくいと思います。も

し、そのような農地があるのなら、委員も調整などに努力する必要があるかと

思いますので、よろしくお願いします。 

 

議 長  それでは採決に移ります。本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

それでは、審議が終了しましたので、〇〇〇〇委員、〇〇〇〇委員の入室、着

席をお願いします。 

        （〇〇委員、〇〇委員入室・着席） 

 

議 長  次に、議案第５号「農用地利用配分計画（案）について」を議題とします。 

また、本議案につきましては、申請者の関係者に、河村幸俊委員、野村秀平委

員がおられますので、農業委員会法第３１条の規定に基づき、議事参与の制限

により、当該案件の審議開始から終了まで退席をお願いします。 

     それでは、事務局の説明を求めます。 

 

主 事  議案第５号農用地利用配分計画（案）について説明します。 
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中間管理事業の推進に関する法律により、滋賀県農林漁業担い手育成基金が農

用地利用配分計画（案）を作成し、農業委員会の意見を聴くこととなっており

ます。 

     農地中間管理機構からの委託を受けて市やＪＡが窓口となり、９月から１１月

にかけて貸し手からの申し出される農地の受付と借手の募集を行い、その後農

地中間管理機構と連携して貸し手と借り手のマッチングを行い、１２月２日に

開催された利用調整会議を経て、農用地利用配分計画（案）を作成したもので

す。 

      先の議案で決定いただきました滋賀県農林漁業担い手育成基金と利用権設定さ

れた農地について、機構によるマッチングにより借受けた全ての農地を、借受

希望のあった法人、認定農業者などの担い手へ貸付を行うものとなっておりま

す。 

     配分計画の契約開始日は令和２年３月２６日からとなっており、県の公告予定

日は３月２５日となっています。 

     また、中間管理事業分の農用地利用集積計画による利用権設定の筆数・面積と、

農用地利用配分計画（案）の筆数・面積の差につきましては、農用地利用配分

計画（案）に記載されております、機構からの貸し手交換の者の筆数・面積と

の差となっております。 

 

     農用地利用配分計画（案）についての説明は以上ですが、本日、この計画（案）

に対するご意見をお伺いした後、その意見を付して農地中間借機構がこの計画

(案)を県に提出され、知事の認可、公告という流れとなります。 

     どうぞよろしくお願いいたします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。 

 

議 長  それでは、ここで審議に入ります前に、〇〇〇〇委員、〇〇〇〇委員には、退

席をお願いします。 

        （〇〇委員、〇〇委員、退席・退室） 

 

議 長  本案について何かご意見はございますか。 

 

３ 番  集積計画と配分計画との面積の差は何ですか。 

 

主 事  どの分とは言えませんが、配分計画時に耕作者変更の方の契約も入ってあって、

中間管理機構の利用権設定面積９２万４千６９平方メートルに対して、耕作者

変更分５万６千６６４平方メートルが増加になります。貸付期間が１０年未満

のものもあり、これらを含めて機構からの貸し手交換の者の筆数・面積との差

となっております。 

 

３ 番  確認しますが、今までの分が変更されて増えていると言うことですか。 

 

主 事  中間管理機構を通して契約されていた分で、耕作者が変更されたことに伴い、

中間管理機構との契約の移し替えによるものです。 

 

議 長  他になければ採決に移ります。 
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議 長  本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

それでは、審議が終了しましたので、〇〇〇〇委員、〇〇〇〇委員の入室、着

席をお願いします。 

        （〇〇委員、〇〇委員入室・着席） 

 

議 長  次に、議案第６号「東近江農業振興地域整備計画の一部変更について」を議題

と致します。 

それでは、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  説明については、農業水産課主幹より説明させます。 

     その後、農業委員会の見解について事務局参事から説明させます。 

 

議 長  それでは、農業水産課の説明をお願いします。 

 

主 幹  令和元年１０月に申出がありました東近江農業振興地域整備計画の一部変更つ

いて説明させていただきます。 

 

１件目について説明いたします。 

本件の申出人は、東近江市五個荘新堂町〇〇〇番地、〇〇〇〇さんです。現在、

実家である農家住宅で三世帯同居をされていますが、結婚をされることになり、

既存住宅では手狭となってしまうため、また、同居している祖母の介護にも協

力をする必要があることから既存住宅から近隣地である申出地を農振除外する

ものです。 

申出地は、五個荘新堂町字出口〇〇〇番の一部で登記地目「畑」、現況地目「畑」、 

     除外面積２９５．２２平方メートルです。 

規模も住宅敷地（駐車場３台）と耕作農機の進入路を確保する必要最小限とな

っています。 

土地改良事業は、昭和５９年国営かんがい排水事業愛知川地区、平成１６年県

営かんがい排水事業愛知川地区、平成６年団体営土地改良事業新堂地区の実施

の地区です。 

なお、地元土地改良区、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動の意見書

については、問題ありませんでした。 

 

２件目について説明いたします。 

本件の申出人は、佐生町〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さんです。現在、

市内のアパートに居住されていますが、祖母の介護の手伝い、地域活動への参

加等を考え実家に帰ることにされたが、実家が手狭であるため、実家の近隣で

住宅を建築されるもの。 

また、介護で急を要する時、すぐに対応できる距離の土地であり、家族が耕作

している農地の隣接地で農作業の手伝いも適していると判断されています。 

申出地は、五個荘奥町字森添〇〇〇番の一部で登記地目「田」、現況地目「畑」、    

除外面積２５０．０６平方メートルです。 
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規模も住宅と駐車場を確保する必要最小限となっており、平成４年９月１６日

には、申出地のうち１００平方メートルが農作業場として転用済となっていま

す。 

土地改良事業は、昭和５９年国営かんがい排水事業愛知川地区、平成１６年県

営かんがい排水事業愛知川地区、平成４年団体営ほ場整備事業五個荘東部地区

の実施の地区です。 

なお、地元土地改良区、農村まるごと保全向上対策活動の意見については、問

題はありませんでした。  

 

３件目について説明いたします。 

本件の申出人は、下二俣町〇〇〇番地、〇〇〇〇さんです。現在、実家にて二

世帯で居住されていますが、既存住宅の老朽化が進んでいることに加え、二世

帯で同居するには狭く、将来家族が増えることにも備え、早急に新居が必要と

なったもので、町内で敷地を検討されたが、適地が見当たらず、やむを得ず家

族が所有する畑地の除外申出をされるものです。 

申出地は下二俣町字東浦〇〇〇〇番の一部で登記地目「畑」、現況地目「畑」、

除外面積は１７２．８６平方メートルです。 

土地改良事業は、昭和５９年国営かんがい排水事業愛知川地区、平成１６年県

営かんがい排水事業愛知川地区、平成１８年県営ほ場整備事業玉緒中部地区下

二俣工区の実施の地区です。 

なお、地元土地改良区、地元農業組合、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対

策活動の意見書については、問題ありませんでした。 

 

４件目について説明いたします。 

本件の申出人は、小脇町〇〇〇〇番地、〇〇〇〇〇〇〇です。土地改良法に基

づいて設定された非農用地区域を農振除外するものです。（社会福祉施設、資材

置場、宅地、駐車場） 

申出地は、小脇町字栄〇〇〇〇番外１９筆で登記地目「田」、現況地目「田」「雑

種地」、除外面積８，３７７平方メートルです。 

計画は、県営土地改良事業の非農用地計画に伴うものであり、土地改良事業は、

県営経営体育成基盤整備事業 小脇地区の事業実施中で、昭和５９年国営かんが

い排水事業愛知川地区、平成１６年県営かんがい排水事業愛知川地区の実施の

地区です。 

なお、地元土地改良区、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動の意見書

については問題ありませんでした。 

 

５件目について説明いたします。 

本件の申出人は、長町〇〇〇番地〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇さんです。現

在、申出地の隣接地で運送業を営んでおられ、大型車６台、中型車２台、通勤

車両約８台を駐車されていますが、敷地が小中学校の通学路に面しているため、

朝夕の車両の出入りに危険性があることから、車両の出入り箇所を分散し、危

険防止を図られるもの。 

申出地は下一色町字宮ノ北〇〇〇番で登記地目「畑」、現況地目「畑」、除外面

積は３８６平方メートルです。 

計画は、既存の資材と車両を分散させるために必要な面積規模となっており、

土地改良事業は、昭和５９年国営かんがい排水事業愛知川地区、平成１６年県
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営かんがい排水事業愛知川地区、昭和５７年県営ほ場整備事業湖東地区下一色

工区の実施の地区です。 

なお、地元土地改良区、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動の意見書

については問題ありませんでした。 

 

６件目について説明いたします。 

本件の申出人は、山路町〇〇〇番地〇、〇〇〇〇〇〇〇〇さんです。平成３１

年３月まで資材置場として借りておられた土地を返却されたため、一部の重機

などをやむを得ず、工事現場に置き、管理されている状況とのこと。現状では

防犯上の管理が不十分であり、代替地を検討されたが適地が見当たらず、現在

資材置場として使用している土地の隣接地を資材置場と重機置場として一体的

に利用されるもの。 

申出地は、きぬがさ町〇〇〇番〇、〇〇〇番、南須田町〇〇〇番〇外３筆で、

登記地目「田」「宅地」、現況地目「雑種地」「宅地」、除外面積は２，５１１．

４９平方メートルです。 

計画は、既存で資材置場として利用している白地の敷地と一体的に利用するも

ので、工事現場に分散している重機を集中的に管理するために必要な面積規模

となっています。 

土地改良事業は、昭和２６年国営干拓建設事業の実施の地区です。 

なお、地元土地改良区、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動の意見書

については問題ありませんでした。 

 

７件目について説明いたします。 

本件の申出人は、芝原町〇〇〇〇番地の〇〇〇〇さんです。現在、実家にて３

世帯で居住されていますが、結婚をされることになり３世帯で同居するには狭

く、今回実家から出て、先祖から受け継ぐ農地を守るため、住宅が必要となっ

たもの。 

また、祖父の介護に協力する必要があるため、町内で敷地を検討されたが、適

地が見当たらず、やむを得ず祖父が所有する農地の一部を除外申出されるもの

です。 

申出地は芝原町字奥代〇〇〇〇番の一部で登記地目「田」、現況地目「田」、除

外面積は２６１．８３平方メートルです。 

土地改良事業は、昭和５９年国営かんがい排水事業愛知川地区、平成１６年県

営かんがい排水事業愛知川地区、昭和５８年団体営土地改良事業芝原地区の実

施の地区です。 

なお、地元土地改良区、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動の意見書

については、問題ありませんでした。 

 

８件目について説明いたします。 

本件の申出人は、八日市清水三丁目〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇号

の〇〇〇〇さんです。 

現在、市内のアパートに居住されていますが、妻の両親の面倒を看ることと、

同町内にある妻の先祖からの農地を守り、農業後継者として独立した生活をす

るため、住宅が必要となったもの。 

また、妻の実家の隣接地で代替地を検討されたが、適地が見当たらず、やむを

得ず妻の父が所有する農地の一部を除外申出されるものです。 
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申出地は下羽田町字大正〇〇〇番の一部で登記地目「田」、現況地目「田」、除

外面積は３００．０１平方メートルです。 

土地改良事業は、昭和５９年国営かんがい排水事業愛知川地区、平成１６年県

営かんがい排水事業愛知川地区の実施の地区です。下羽田町大規模ほ場整備事

業の用地計画に含まれている農地でありますが、今後、地元役員との連絡調整

で対応できるとのこと。 

なお、地元土地改良区、世代をつなぐ農村まるごと保全向上対策活動の意見書

については、問題ありませんでした。 

以上で説明を終わります。 

 

議 長  続いて、委員会事務局より見解の説明をお願いします。 

 

事務局  それでは、議案第６号に係る農地転用の許可見込み並びに、このことに伴う農

業振興整備計画の一部変更における農業委員会の見解を説明いたします。 

 

番号１ですが、三世代同居の農家住宅が手狭で、母親の介護もあり近隣に農家

住宅を建設するものです。一種農地ですが、集落に居住する者の日常生活上必

要な施設で、集落に接続して設置されるものであることから、農振除外は止む

を得ないと判断します。 

 

番号２ですが、祖母の介護の手伝いもあり実家の近隣に自己用戸建住宅を建設

するものです。一種農地ですが、集落に居住する者の日常生活上必要な施設で、

集落に接続して設置されるものであることから、農振除外は止むを得ないと判

断します。 

 

番号３ですが、実家に同居されており手狭なことから、将来を考慮して自己用

戸建住宅を建設するものです。一種農地ですが、集落に居住する者の日常生活

上必要な施設で、集落に接続して設置されるものであることから、農振除外は

止むを得ないと判断します。 

 

番号４ですが、〇〇〇〇〇〇〇が土地改良法に基づく非農用地設定を行うもの

であり、県営事業のため、県と市の関係部局間で十分連絡調整を行った上、そ

の結果を農業委員会に通知されるもので、非農用地設定に伴い、農振除外は止

むを得ないと判断します。 

 

番号５ですが、下一色町で運送業を営む〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇が通学路に面

しているため、事故防止から車両を分散するよう既存事業所と一体的に駐車場

等を増設するものです。居住する者の業務上必要な施設で、集落に接続して設

置されるものであることから、転用の確実性、周辺の農地の営農条件への支障

については問題がなく、農振除外は止むを得ないと判断します。 

 

番号６ですが、山路町で建設業を営む〇〇〇〇〇〇〇〇が借地の資材置場を返

却したことから、きぬがさ町にある現資材置場の隣接地を代替地として拡大さ

れるものです。転用の確実性、周辺の農地の営農条件への支障については問題

がなく、農振除外は止むを得ないと判断します。 
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番号７ですが、農業後継者として受け継ぐため自己用戸建住宅を建設するもの

です。一種農地ですが、集落に居住する者の日常生活上必要な施設で、集落に

接続して設置されるものであることから、農振除外は止むを得ないと判断しま

す。 

 

番号８ですが、両親の面倒を看るため自己用戸建住宅を建設するものです。一

種農地ですが、集落に居住する者の日常生活上必要な施設で、集落に接続して

設置されるものであることから、農振除外は止むを得ないと判断します。 

 

     以上のことから、事務局の意見案としましては、番号１から番号８までは、 除

外は止むを得ないと判断します。 

 

議 長  説明が終わりました。これより質疑に入ります。 

議案第６号について、何かご意見はございますか。 

 

９ 番  参考までに聞かせてほしいが、申請があってから許可されるまでの期間はどれ

くらいなのですか。 

 

主 幹  概ね一年ですが、件数にもよります。今回は８か月から９か月くらいではない

かと思います。必ず一年かかると言うものではありません。東近江市の場合は、

要綱を定めていまして、農業委員会の意見を求めた後に市内部の決定機関とし

て審査会にて審議するため、その分が他の市町よりは１か月程度要しています。

他市の場合、受付前に一か月の審査期間を設けられていますので、東近江市が

特別に時間を掛けているものではありません。 

 

９ 番  しっかり審査してもらうことは良いのですが、市長提言でもお話ししましたが、

市も県も、もっと期間を短縮していただくようお願いします。 

 

６ 番  ５番の件ですが、申請者が土地所有者なのですか。 

 

主 幹  申請者がこれから土地を買われる予定です。現土地所有者の同意の上、土地利

用者が申請されています。 

 

８ 番  １０ページの非の１の１について、小脇では県営土地改良事業が実施されてお

り、非農用地設定とのことですが、何に利用されるのですか。 

 

主 幹  社会福祉施設用地となっています。 

 

８ 番  大きさは土地改良区で決定されたものなのですか。 

 

主 幹  そうです。土地改良区で設定されたものです。 

 

議 長  他に意見はありませんか。 

         （異議なし） 
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議 長  それでは、質疑を終了し、議案第６号東近江農業振興地域整備計画の一部変更

につきまして採決に移ります。 

本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、議案第７号「土地改良事業参加資格交替の申出について」を議題と致し

ます。 

それでは、事務局より説明を求めます。 

 

事務局  土地改良事業に参加する資格は、所有権に基づき耕作する者、または、農地を

借り受けて耕作する者となっています。 

また、農地を借り受けて耕作する場合でも、土地改良法第３条第２項に基づき、

農業委員会に対し、所有者及び耕作者が合意によって土地改良事業に参加する

資格の交替すべき旨申出があり、これを農業委員会が承認することにより資格

が交替することができるとなっています。 

また、農業委員会が「相当と認める基準」につきましては、耕作者が耕作を適

正に行っていない等、信義に反した行為をした場合などに、賃貸借の解約が許

可される農地法第１８条に規定される要件に該当する場合か、または、所有者

を参加させることが土地改良事業の円滑な推進や管理運営に資することとなる

等土地改良法の目的に照らし妥当と認められる場合のいずれかであります。 

このたび、土地改良事業に参加する資格の交替すべき旨の申出があった案件で

あります。 

 

追加議案書をご覧ください 

 

このたびの申出に係る土地改良事業につきましては、国営施設機能保全事業日

野川地区で、これに係る事業に参加する資格の交替すべき旨の申出があり、こ

のことから申出に対し、承認することについて意見を求めるものでございます。 

今回の申出件数は２件で、その理由につきましては、土地改良事業の参加資格

者は本来、耕作者にありますが、土地改良事業に係る賦課金及び事業完了後に

おける維持・管理費用については耕作者でなく土地所有者が負担することで双

方が同意されています。 

また、賦課金については、土地改良区を適切に管理・運営していく上で重要な

資金であり、負担する事となる土地所有者は組合員として土地改良区の運営を

見守る必要があるため資格の交代を申し出されたものであります。 

 

以上のことから、現資格者である耕作者（農地の使用収益権者）から、新資格

者である所有者に事業に参加する資格を交替することが、土地改良事業の円滑

な推進や管理運営に資することとなる等、土地改良事業の目的に照らし妥当と

認められますので、申出を承認することは相当と判断します。 

 

以上よろしくお願いします。 

 

議 長  事務局の説明が終わりました。 
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議 長  本案について何かご意見はございますか。 

 

３ 番  ２番の耕作者ですが、コンサルさんですがどうなのですか。 

 

事務局  ご指摘のとおり設計コンサルですが、会社の売り上げの２分の１以上が農業経

営によるものであることを確認していますので、問題ないと考えます。 

 

議 長  他になければ採決に移ります。 

 

議 長  本案を承認される方は挙手を願います。 

（全員挙手） 

 

議 長  全員賛成と認めます。よって、本案は可決いたしました。 

 

議 長  次に、事務局長の専決事項として処理しております、報告第１号「農地法第４

条第１項第８号の規定による農地転用届出の報告について」、報告第２号「農

地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の報告について」、報告第

３号「２アール未満農業用施設に係る農地転用届出の報告について」、報告第

４号「田畑転換等農地の形状変更届出の報告について」、報告第５号「農地法

第３条の３第１項の規定による届出の報告について」、報告第６号「農地の貸

借権の合意解約の報告について」、報告第７号「市街化調整区域内における農

家住宅の農業者証明の報告について」を事務局に一括して報告を求めます。 

 

事務局  それでは、報告第１号から報告第７号まで、一括して報告させていただきます。 

まず、報告第１号、農地法第４条第１項第８号の規定による農地転用届出の報

告についてを報告させていただきます。 

議案書１２ページをご覧ください。 

 

１番について、ご説明します。 

本件の届出者は、東近江市外町に居住する者で、届出の所在地は東近江市外町 

字若松〇〇〇〇番〇で、登記地目、現況地目は共に「田」で、面積は７７３平

方メートルです。 

位置については、東近江市役所から南へ約４６０メートル離れた「近隣商業」

内に位置します。 

転用目的は、長屋住宅です。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

２番について、ご説明します。 

本件の届出者は、東近江市山路町に居住する者で、届出の所在地は東近江市山

路町字堂東〇〇〇番〇で、登記地目「田」、現況地目「畑」で、面積は４１０平

方メートルです。 

位置については、能登川図書館から南へ約３４０メートル離れた「第１種住居」

内に位置します。 

転用目的は、住宅です。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 
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以上、届出地２件は、道路と住宅、田に囲まれた一角で、付近には影響もなく

適正と認め受理したものです。 

 

受理通知につきましては、東近江市農業委員会規程第１４条「事務局長の専決

事項」第８号「農地法第４条第１項第８号又は第５条第１項第７号に基づく届

出の処理に係る委員会の権限」により交付しております。 

 

事務局  次に、報告第２号、農地法第５条第１項第７号の規定による農地転用届出の報

告についてを報告させていただきます。 

議案書１３から１５ページをご覧ください。 

 

１番についてご説明します。 

本件の譲受人は、東近江市五個荘小幡町に居住する者で、譲渡人は、東近江市

猪子町に居住する者で、売買により譲り受けるものです。 

届出の所在地は、東近江市五個荘小幡町字山王〇〇〇番で、登記地目、現況地

目共に「畑」、面積は１０９平方メートルとなります。 

位置については、近江鉄道五個荘駅から南へ約８０メートル離れた「第１種住

居」内に位置します。 

転用目的は、住宅建築用地です。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

２番についてご説明します。 

本件の譲受人は、東近江市宮荘町に居住する者で、譲渡人は、東近江市宮荘町

に居住する者で、売買により譲り受けるものです。 

届出の所在地は、東近江市宮荘町字地光〇〇〇番〇で、登記地目「畑」、現況地

目「雑種地」、面積は１１２平方メートルとなります。 

位置については、市立あじさい幼児園から南へ約１７０メートル離れた「第１

種中高層住専」内に位置します。 

転用目的は、駐車場と物置です。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

３番についてご説明します。 

本件の借受人は、東近江市五個荘町で不動産業を営む法人で、貸渡人は、東近

江市神郷町外に居住する者で、使用貸借により借り受けるものです。 

届出の所在地は、東近江市神郷町字川久保〇〇〇番〇外２９筆で、登記地目「田」

または「畑」で、現況地目も「田」または「畑」、面積は合わせて１万２千１６

９．８４平方メートルとなります。 

位置については、市立能登川あおぞら幼児園から東へ約５５０メートル離れた

「第１種中高層住専」内に位置します。 

転用目的は、埋蔵文化財の本調査（一時転用）です。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

４番についてご説明します。 

本件の借受人は、東近江市外町に居住する者で、貸渡人は、東近江市外町に居

住する者で、使用貸借により借り受けるものです。 

届出の所在地は、東近江市外町字若松〇〇〇〇番〇で、登記地目、現況地目共
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に「田」、面積は９９０平方メートルとなります。 

位置については、東近江市役所から南へ約３５０メートル離れた「近隣商業」

内に位置します。 

転用目的は、共同住宅です。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

 ５番について、ご説明します。 

本件の譲受人は、米原市で不動産業を営む法人で、譲渡人は、東近江市中小路

町に居住する者で、売買により譲り受けるものです。 

届出の所在地は、東近江市中小路町字下巾〇〇〇番〇で、登記地目、現況地目

共に「畑」で、面積は８４１平方メートルとなります。 

位置については、市立御園小学校から西へ約３００メートル離れた「第１種中

高層住専」内に位置します。 

転用目的は、長屋住宅です。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

 ６番について、ご説明します。 

本件の譲受人は、東近江市聖徳町に居住する者で、譲渡人は、東近江市東中野

町に居住する者で、売買により譲り受けるものです。 

届出の所在地は、東近江市聖徳町〇〇〇〇番〇外２筆で、登記地目、現況地目

共に「畑」で、面積は、合わせて３３１平方メートルとなります。 

位置については、市立聖徳中学校から南へ約１００メートル離れた「第１種中

高層住専」内に位置します。 

転用目的は、駐車場です。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です 

 

以上、届出地６件は、周囲を道路と宅地、田に囲まれており、付近への影響も

なく適正と認め受理したものです。 

 

受理通知につきましては、東近江市農業委員会規程第１４条「事務局長の専決

事項」第８号「農地法第４条第１項第８号、第５条第１項第７号に基づく届出

の処理に係る委員会の権限」により交付しております。 

 

事務局  続いて、報告第３号、２アール未満農業用施設に係る農地転用届出の報告につ

いてを報告させていただきます。 

議案書１６ページをご覧ください。 

 

１番について、ご説明します。 

本件の届出者は、東近江市上山町に居住し、約２５０アールの経営面積を持つ

農業者で、届出の所在地は、東近江市上山町字日詰〇〇〇〇番で、登記地目、

現況地目共に「田」で、面積１，４０８平方メートルの内、１９８平方メート

ルに駐車場を建築するために届出されたものです。 

届出理由につきましては、イチゴ狩りを始めるため、ハウスに隣接した来園者

用駐車場が必要となるため届出があったものです。 

利用計画につきましては、面積１９８平方メートルを１３台分の駐車場と回転

広場として利用するとのことです。 
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届出地は市立愛東北小学校から北西へ約１８０メートルに位置し、道路と田に

囲まれた都市計画区域非線引き区域内の農振白地の農地で、関係書類も添付さ

れており、転用については支障なく適正と認め受理したものです。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

２番について、ご説明します。 

本件の届出者は、東近江市上大森町に居住し、約２３０アールの経営面積を持

つ農業者で、届出の所在地は、東近江市上大森町字犬塚〇〇〇番〇で 登記地

目「畑」、現況地目「宅地」で、面積１，２２１平方メートルの内、１２９．０

８平方メートルに農業用倉庫を使用するために届出されたものです。 

届出理由につきましては、昭和５０年頃に父親が農地法の許可を受けず農業用

倉庫を建築し使用していた倉庫で、自宅隣りで利便性が高いことから、引き続

き使用されるため顛末書付きで届出があったものです。 

利用計画につきましては、鉄骨２階建て農業用倉庫１棟、床面積６２平方メー

トルで、トラクターや農業用資材の保管場所として利用するとのことです。 

届出地は市立愛東北小学校から北西へ約１８０メートルに位置し、道路と田に

囲まれた都市計画法の市街化調整区域内の農振白地の農地で、関係書類も添付

されており、転用については支障なく適正と認め受理したものです。 

届出地は道の市立玉緒小学校から東へ約８００メートルに位置し、道路と田に

囲まれた都市計画法の市街化調整区域内の農振白地の農地で、関係書類も添付

されており、転用については支障なく適正と認め受理したものです。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

以上、２件の受理通知につきましては、東近江市農業委員会規程第１４条「事

務局長の専決事項」として交付しております。 

 

事務局  続いて、報告第４号、田畑転換等農地の形状変更届出の報告についてを報告さ

せていただきます。 

議案書１７ページをご覧ください。 

 

本件の届出者は、東近江市五個荘金堂町に居住する者で、届出の所在地は、東

近江市五個荘金堂町字外ケ辻〇〇〇番〇で、登記地目、現況地目ともに「田」

で、面積７７６平方メートルの内、１２２平方メートルの土地において、隣接

地を宅地に転用し造成することで、今回の申請地で農機具での作業が困難とな

ることから野菜畑として「田」から「畑」への形状変更を行うものです。 

届出地は、五個荘小学校から南西へ約４００メートルに位置し、周囲を田に囲

まれた都市計画区域内の農振白地の農地です。 

農業経営計画書や地元土地改良区の意見書、隣接者同意書等も添付されており、

周辺への影響もないと判断することから同意したものです。 

担当農業委員は、〇〇〇〇委員です。 

 

以上、１件の同意書の交付につきましては、東近江市農業委員会規程第１４条

「専決事項」第９号「その他軽易な事項に関すること」の規定に基づき、事務

局長の専決により交付しております。 
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事務局  次に、報告第５号、農地法第３条の３第１項の規定による届出の報告について

を報告させていただきます。 

議案書１８ページから１９ページをご覧ください。 
 

今回の番号 1 番から番号１１番につきましては、全て相続により所有権を取得

されたものです。 

届出人について、「あっせん希望の有無」は、すべて「無」となっております。 

なお、届出をされた者への受理通知につきましては、届出された農地について

「農地台帳」等関係書類により確認後、第１４条「専決事項」第９号「その他

軽易な事項に関すること」の規定に基づき、事務局長の専決により交付してお

ります。 

 

事務局  続いて、報告第６号、農地の貸借権の合意解約の報告についてを報告させてい

ただきます。 

議案書２０ページから２５ページをご覧ください 

 

賃貸借権の合意解約について説明をします。 

賃貸借権の合意解約につきましては、1番から３１番までです。 

届出のうち、届出３番が「農地法第３条」による解約で、それ以外は「農業経

営基盤強化促進法」によるものの解約です。 

また、農地中間管理事業に関連する解約につきましては、ありませんでした。 

解約理由につきましては、届出１番から３番が自作に伴う解約で、届出３１番

が売買に伴う解約で、これ以外は全て貸し替えに伴う解約となっています。 

 

次に 議案書２６ページから２９ページをご覧ください。 

 

使用貸借の合意解約につきましては、１番から１３番までです。 

届出１番、届出４番につきましては「農地中間管理事業の推進に関する法律に

基づく農用地利用配分計画による貸借権」の解約で、それ以外が「農業経営基

盤強化促進法による貸借権」の解約です。 

また、農地中間管理事業に関連する解約につきましては、届出１番、届出４番

が「農地中間管理機構と担い手によります農用地利用配分計画」の解約です。 

届出２番と届出４番から届出１１番までが「所有者と農地中間管理機構との農

業経営基盤強化促進法による利用権」の解約です。 

 

解約理由につきましては、届出１番から届出３番が売買に伴う解約で、届出４

番から届出１１番までが使用貸借から賃貸借へ伴う解約で、届出１２番が転用、

届出１３番が売買に伴う解約となっています。 

 

事務局  続いて、報告第７号、市街化調整区域内における農家住宅の農業者証明の報告

についてを報告させていただきます。 

議案書３０ページをご覧ください。 

１番についてですが、申請人等は、東近江市鋳物寺町に居住する者で、東近江

市鋳物寺町字鳥居本〇〇〇〇番外１筆で、面積は合わせて２７２．８８平方メ

ートルの敷地に農家住宅を建築予定です。 

今回の申請は、建築主が農業者の子であることの証明願いであるため、農業者



31 

基準第５号に該当する農業者であることを確認し、証明書を交付したものです。 

 

以上、１件の証明書の交付につきましては、農業委員会規程第１４条に基づき

「事務局長専決事項」として交付しております。 

 

事務局  以上、報告第１号から報告第７号の報告とさせていただきます。 

 

議 長  事務局の報告が終わりました。 

ただいまの報告事項について、何かご意見はございますか。 

 

６ 番  相続についてですが、届出は何日か期限が決まっているのですか。 

 

事務局  決まっていません。 

 

議 長  他にありませんか。 

 

議 長  特にないようですので、これで「報告事項」を終わります。 

 

議 長  以上で本日の議事及び協議、報告案件はすべて終了致しました。 

これをもって令和元年度、第１１回、２月期の月例総会を終了致します。 

長時間のご審議ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

上記会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するために署名する。 

 

 

議 長   〇〇 〇〇 

     

     

８ 番   〇〇 〇〇 

 

 

１０番   〇〇 〇〇 


